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前回改定で包括病棟での出来高算定が可能となった治療抵抗性統合

失調症治療薬クロザピン治療を更に推進する項目が増えています。 
ここまでクロザピン治療を推進する厚労省の意図は果たして!?  
 

クロザピン関連の改定が目白押し 

厚労省の真の意図はどこに!? 
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ポイント１ 
新規導入目的であれば急性期病棟で受入可能、 

長期入院患者の退院促進が目的か？ 

外来のみ算定できた薬剤指導が入院中でも！ 

在宅生活定着化で再入院の予防が目的か？ 
ポイント２ 

ポイント３ 

外来患者のみが対象であった抗精神病特定
薬剤治療指導管理料が、ほとんどの包括病棟
で算定が可能となります。 

これは、元々退院後の患者の在宅生活への
定着化を外来で指導するためのものでした
が、それを入院中の指導にも拡大したもので
す。その結果、在宅移行・定着化がスムーズ
になり、再入院が減ると考えられます。 

お願い：この NEWS LETTER は、厚生労働省の発表資料などを元に弊社にて作成しております

が、情報・解釈の誤り等がございましたら、左記までご一報下さいましたら幸甚です。 

診療報酬改定 2020 の動向_精神科編 

クロザピンで長期入院患者の退院が進む？ 

その先にあるのは精神病床の・・・⁉ 

上記二つの改定等の目的を考えると
クロザピン治療を標準化し、難治性の
長期入院患者も地域移行させたいとい
う国の強い意向を感じます。 

その先にあるのは、精神病床におけ
る入院患者の減少、そして大幅な病床
削減につながる、というのはうがった
見方でしょうか。 

クロザピンの新規導入目的であれば、
長期入院患者でも精神科救急や急性期治
療病棟で算定でき、更に自宅等への移行
率算定の分母から除外される等、かなり
優遇されることになりました。 

ただしこれは、急性期病棟の対象患者
の拡大が目的なわけではなく、なりふり
構わない長期入院患者の退院促進が目的
と想定されます。 


